
平成21年度（対20年度実績） 作 成 日事　務　事　業　評　価　表 年 月 日平成 21 5 18

部局名 安全環境部 所属名 クリーン推進課 所属長名 矢口　健二 電 話 483-1151 内線3220

1．事務事業の位置付け・概要（ＰＬＡＮ）

コード 3894 事務事業名称 不法投棄等対策事業 短縮コード 経常 臨時3894 3895

予算区分 会計 01 一般会計 款 04 衛生費 02 清掃費 目 02 塵芥処理費

区 分
自治事務

その他

法定受託事務
根拠法令等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2
八千代市ポイ捨て防止に関する条例
八千代市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
八千代市不法投棄防止条例

事業概要（事務事業を開始したきっかけを含めて記入）

市内に不法投棄物が散乱し，環境美化を損なう状況が生まれ始めたため，平成１４年度にクリーン推進課クリーン班が担う形で始まったが，平成１５年１０月に組織の
見直しを行い，「不法投棄対策班」を立ち上げ，名目共に事業を開始した。
その際に，ポイ捨て，土砂等の災害防止等の事業も併せ持つこととした。

２．事務事業の目的・指標・実績（ＤＯ）

前年度に同じ

不法投棄物，不法投棄者，遊休地等の不法投棄対象土地所有者，同管理者，残土条例に基づく申請者，残土，不法投棄通報者

１．不法投棄対策事業　(1)不法投棄物の調査，(2)不法投棄者の調査指導，(3)不法投棄物の撤去，　　　(4)不法投棄の監視，　　(5)廃棄物処
理施設設置に伴う意見調整，(6)看板設置等不法投棄防止の啓発，(7)不法投棄監視装置の運用，
２．ポイ捨て防止事業，(1)新川ポイ捨て防止啓発
３．土砂等の埋立て等の指導　(1)条例に基づく申請許可手続，(2)残土等の不適正処理のパトロール，(3)不適正処理行為者への指導，

環境美化，周辺環境の安全確保，埋立等による土砂の土壌汚染及び災害の防止

入力対象外

対象
（誰を何を対象にし
ているのか）

手段
（具体的な事務事業
のやり方、手順、詳
細）

意図
（何を狙っているの
か）

結果
（どんな結果に結び
つけるのか）

区  分

事務事業を取り巻く状況の変化　又、今後の変化の推測 ５本の柱（章）

大項目（節）

中　項　目

小項目（施策）

細　項　目

実 施 計 画 の 
計 画 事 業

指標１

指標２

指標３

指標１

指標２

指標３

指標１

指標２

指標３

指標１

指標２

指標３

対象指標

活動指標

成果指標

上位成果指標

平成20年度の不法投棄はｸﾘｰﾝ推進課への通報件数ﾍﾞｰｽで見ると,平成19
年度が188件だったのに対し197件と,概ね横ばいの傾向となっている｡
ここ数年減少していた件数であったが,ここに来て減少傾向に陰りが見
えてきたといえる｡
背景としては，経済不況にあると考えられる｡「捨てればただ」という
一昔の概念がこの不況の中で,わずかな処分費すら惜しみ不法投棄をす
る事業者,引っ越しごみの廃棄費用さえ惜しむ一部の市民といった形で
表れているようである｡
さらには不法投棄に罪悪感を感じないような倫理観の欠如しているよう
な人々が増えていることから，微増という形になったと考えられる｡
このまま推移していった場合，八千代市においても大規模な不法投棄が
起きることが懸念される｡
指定事業の申請件数に関しては,年度当初の建築ﾌﾞｰﾑもあり増加してい
るが,年度後半になっての計画変更による変更申請についても増加傾向
にあった｡しかしながら,年度後半の傾向からすると,いわゆる申請逃れ
のための脱法的な埋め土が多発することも考えられる｡

総
合
計
画
の
施
策
体
系

計画事業の位置付けの有無 計 画 事 業 期 間 平成20年4月 平成21年3月～ 計 画 事 業 費

１９年度 ２０年度 ２１年度

実績 計画 実績 計画
単位

項

03

03

03

02

01

02

188 0 197 0

1,747,125 10,000 22,995.73 2,999

15 10 23 30

188 0 197 0

1,375.25 0 3,693 0

75 81 100 81

2.7 0 3 0

7.9 0 16.1 0

10 0 10.5 0

㎡

件

件

件

㎡

日

％

％

％

安全・環境共生都市をめざして

環境･衛生

環境美化

 

汚染・災害の発生防止

 

不法投棄の防止

土壌汚染・災害の発生防止

把握した不法投棄件数

把握した盛土（埋め土面積）

看板申請件数

不法投棄物調査・指導件数

不適正残土（盛土）指導件数（面積）

懸垂幕・横断幕掲示期間

投棄者による撤去件数／把握した不法投棄件数

市把握無申請盛土面積／市把握盛土（埋め土）面積

ﾊﾟﾄﾛｰﾙで発見した不法投棄件数／市把握不法投棄件数

※平成21年度に計画していること:

※平成20年度に実際に行ったこと:

千円



１９年度 ２０年度 ２１年度

実績 計画 実績 計画
単位

国

県

地方債

一般財源

その他

財源内訳

千円

千円

千円

千円

千円

主な事業費の内訳

千円

千円ト ー タ ル コ ス ト (A)＋(B)

人件費(B)

不法投棄物撤去処理委託，不法
投棄監視装置賃貸借，看板作成
委託等
計4,315千円

不法投棄物撤去処理委託，不
法投棄監視装置賃貸借，看板
作成委託等
計3,376千円

不法投棄物撤去処理委託，不法
投棄監視装置賃貸借，看板作成
委託等
計2,244千円

不法投棄物撤去処理委託，不
法投棄監視装置賃貸借，看板
作成委託等
計2,468千円

事
業
費

評価
類型

３．事務事業の評価(ＳＥＥ)

評価事項 評価区分 理　　　　　由

結び付いている

結び付くが見直しの余地がある

結びつきが弱い・ない

評価対象外事項

達成している

達成していない

評価対象外事項

可能性はある

可能性はない

評価対象外事項

現状のままでよい

見直す必要がある

評価対象外事項

有効性向上の可能性がある

効率性向上の可能性がある

両方可能性がある

可能性がない

民間委託等

臨時的任用職員等の活用

ＩＴ化等の業務プロセスの見直し

受益者負担の見直し

類似事業との統合・役割見直し

上記以外の方法

ある

ない

類似
事務
事業
名称

１

２

①事業目的が上位の施策に結びつ
いているか？

②すでに所期目的を達成している
か？

※「達成している」を選んだ場合、⑥
に進んでください。

③民営化で目的を達成できるか？

※民営化・・・事務事業の全部又は一
部の実施主体を全面的に民間事業者等
に移行すること。

（民間委託は、権限に属する事務事業
等を委託することで、民営化とは異な
る。）

④「対象」・「意図」の設定は現
状のままで良いか？

⑤今後、有効性や効率性を向上さ
せる可能性はあるか？
　可能性がある場合は、⑤－２，
３を記入する。
　可能性がない場合は、理由を記
入する。

⑤－２

　有効性や効率性を向上さ
せる手段は何か？
　該当する手段を選択し、
具体的な方法と得られる効
果を記入する。手段が｢類似
事業との統合・役割見直し｣
である場合は、該当する類
似事業を記入する。

⑤－３
　推進にあたっての課題はあ
るか？(一時的な経費増・市
民の理解等）

(A)

実施主体

実施主体

(所管部署)

(所管部署)

コード 事務事業名称 所属名

目
的
妥
当
性

有
効
性
・
効
率
性

0 0 0 0

0 0 395 0

0 0 0 0

5,124 4,793 3,938 5,204

0 0 67 0

コード 事務事業名称 不法投棄等対策事業 所属名 クリーン推進課

清掃センター業務管理事業 清掃センター

30,473.4 36,288 39,489.1 39,489.1

35,597.4 41,081 43,889.1 44,693.1

環境美化という上位の施策を実現する上で,欠かせない事業であると考えているが，環境美化
という直接上位の施策以外にも周辺環境の安全確保やＰＣＢやダイオキシン等の被害を未然に
防止し環境の保全を図る事業でもあると考えており，単純に「結びついている」とは言い難い
。　

安全・環境共生都市を目指して，不法投棄及びポイ捨ての防止並びに土砂の埋立等による土壌
の汚染及び災害の防止に取り組んでおり，いまだこれらに違反して行う者もいることから初期
目的を達成していないと考えられる。

千葉県，他市町村，行為者，その他個人情報に触れる機会が多く，公共機関同士の調整を民間
業者にゆだねることに疑義がある。
また，法律に基づく処分などについては，内容を十分知った上で行わなくてはならないもので
あり，単に報告書等を見てできるものではない。
不法投棄の防止や災害の発生の防止を民間業者にゆだねることは，行政責任の放棄ととられか
ねない。

事業を評価するうえで，現在の「対象」以上に対象を広げることは，評価をするうえで，無用
な混乱を招きかねないため，現状のままでよいと考える。
「意図」については，施策体系が現在のまま推移するのであれば，見直しは不要であると考え
る。
今後，施策体系等が見直されるのであれば,それにリンクして変更していくこととなる。

 

●清掃センターの指導班との統合，道路・公園・市有地の不法投棄物の撤去及び処理について
の一括化
●残土条例の許可業務の移譲（開発申請等に併せて行う）

これまで，不法投棄物の撤去及び処理については各部署にて，職員，委託にて行っていたもの
を一つの部署で行うため，その部署に関しては一時的な経費の増加が予想される。

3894



改革・改善して継続

手法プロセスの改革・改善

事業規模の拡大・縮小

統合・役割見直し

その他

廃止(事業完了含む）

休止

現状のまま継続

改革改善して継続

手法プロセスの改革・改善

事業規模の拡大・縮小

統合・役割見直し

その他

廃止(事業完了含む）

休止

現状のまま継続

⑥この事務事業の今後の方向性を選
択し、その詳細について右欄に記入
する。

⑦この事務事業の今後の経費・成果
の方向性について選択し、右欄に理
由を記載する。

今
後
の
方
向
性

この事務事業に対する市民や議会の意見（担当者が把握している意見）
※内部サービス業務の場合は、住民ではなく、サービス利用者、関連部門の意見や実態など

所
属
長
コ
メ
ン
ト

評
価
調
整
委
員
会
評
価

向　上

不　変

低　下

削　減 不　変 増　加

成
　
果

経　　費

コード 事務事業名称 所属名コード 3894 事務事業名称 不法投棄等対策事業 所属名 クリーン推進課

クリーン推進課不法投棄対策班の一部の業務と清掃センターの業務管理班内の一部の業務，
さらには環境保全課の一部の業務は内容的に類似しており，対象者も重複することも多い。
従って，これらの業務を見直し，統合するなり，業務分担を図ることにより改善できる素地
もある。この場合，一つの条例について複数の課が所管できない原則が阻害要因となること
が考えられる。

昨年末からの世界的な不況の影響をうけ，金銭的に処理することに困難を覚
える人々の増加が懸念される中にあって，今後不法投棄の件数は増加すると
考えられる。
しかしながら，パトロール等を強化することによる不法投棄件数の減少とい
うことも，これまでの経験から明らかであり，不法投棄防止施策を継続的に
実施することにより成果も上がると考えられる。

●私有地だ公共用地だといって責任を回避せず，不法投棄は市で片付けるべきだ。　●自分の土地に（廃棄物を）置いておいて，どこがいけないんだ。●野焼きなんて,そ
こいらじゅうでやっている。何故自分だけが捕まえられなければならないのか。他の人間も捕まえろ。　●そんな法令知らなかった。　●私有地私有地というが，道路が
あるから捨てられるんだ。　●お陰さまできれいになった。　●監視カメラなんて効果があるのか。　●不法投棄は小さい頃からの教育が大切だ。もっと，子供たちへの
働きかけを強化すべきだ。　●駅周辺の吸い殻等のポイ捨てがひどい。何とかしてほしい。　●不法投棄された廃棄物を何とかしたいのだが，よい方法はないか。　●あ
そこの焼却炉から，煙や煤塵が出ている。何とかしてほしい。　●土を埋めているというが，あれは廃棄物ではないのか。あんな物を入れて安全なのか。　●歩行喫煙禁
止条例はまだ出来ないのか。　●不法投棄や野焼きをやっているとわかっているのになぜ捕まえられないのか。

「不法投棄対策事業」は，生活環境や自然環境を守るため，不法投棄を防止することを目的とした事業です。具体的には，①パトロールや機器を用いた不法投棄監視
装置。②看板や広報等を通じて市民や事業者に対して啓発活動。③不法投棄された廃棄物について調査，指導，撤去をしている。また，廃棄物同様建設残土等による
盛土事業についても安全性の観点から規制を行っている。
これらの，行為がどのように，どれくらい行われているかについては事実上把握することが困難なため，評価することが難しい事業でもありますが，事業として継続
・実施する必要があると考える。
不法投棄や不適正な残土盛土などは，本来あってはならないものであり，されないことが当たり前なのですが，根絶することは非常に困難なものです。
また，根絶のための活動には市民の協力が不可欠であり，市民に理解していただきたいと考ます。

担当課の評価のとおり，課題解決に努め可能なことは順次推進すべき。


